
 

手続の場所について 

 

  期間中（５月７日[木]から６月１日[月]まで）の平日    

場所 富士市役所３階南側 市民税課 

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例年、減免申請の窓口は、納税通知書が届いた週の午前中に混雑します。また、

昨年度減免申請された方で、申請書の内容に変更のない方は郵送やインターネット

での申請が可能ですので、ぜひ御検討ください。 

減免申請手続場所 

※午後は窓口が比較的空いています 

 


